
５．漁船勢力と漁業操業状況
（１）漁船勢力（平成２３年１２月３１日現在）
組合別漁船勢力

階層 0～ 1～ 3～ 5～ 10～ 15～ 20～ 30～ 50～ 100～ 0～ 1～ 3～
組合 1t 3t 5t 10t 15t 20ｔ 30t 50ｔ 100t 200t 1t 3t 5t

白糠町 白　糠 2 36 6 73 3 14 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 134
釧路市 1 5 3 47 6 3 0 0 0 1 0 66 0 0 0 0 66

釧路市東部 19 168 8 34 4 7 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 240
釧路機船 0 2 1 0 1 0 0 0 0 13 4 21 0 0 0 0 21
無所属 1 13 23 12 0 3 0 0 0 0 0 52 0 1 0 1 53

釧路町 昆布森 20 237 16 14 0 12 0 0 0 0 0 299 0 2 0 2 301
厚岸町 厚　岸 150 709 51 37 6 13 8 2 0 3 0 979 0 13 0 13 992

散　布 74 194 14 16 0 5 0 0 0 0 303 0 0 0 0 303
浜　中 268 265 34 16 2 6 0 0 0 0 0 591 0 0 0 0 591

4 5 0 1 1 0 0 0 0 1 2 14 0 0 0 0 14
539 1,634 156 250 23 63 8 2 0 18 6 2,699 0 16 0 16 2,715

階層 0～ 1～ 3～ 0～ 1～ 3～
組合 1t 3t 5t 1t 3t 5t

釧路市 阿寒湖 5 2 3 10 0 2 0 2 12
標茶町 塘　路 17 10 0 27 0 0 0 0 27

0 2 0 2 0 0 0 0 2
22 14 3 39 0 2 0 2 41

船質別漁船勢力
鋼船 木船 ＦＲＰ船 アルミ船 計
44 57 2,555 59 2,715
0 0 41 0 41
44 57 2,596 59 2,756

管内漁船数の推移

（２）遊漁船業の適正化に関する法律に基づく遊漁船業者登録状況（平成２３年１２月３１日現在）
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（３）海面共同漁業権（存続期間　平成15年9月1日～平成25年8月31日）

ア　第１種共同漁業権

○行使承認数（平成23年度） 平成23年12月31日現在

漁協名

漁業権番号

漁業名称

限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数

おごのり － － 300 0 － － － －

ぎんなんそう 300 2 100 0 100 5 300 3 220 0 0 0 －

こんぶ － － － － 220 120 0 0 －

（棹前こんぶ） 550 330 190 131 － 300 197 － － －

（成こんぶ） 550 343 190 137 － 300 198 － － －

（汲みこんぶ） 550 119 190 47 － － － － －

（拾いこんぶ） 550 225 190 76 － － － － －

（絡め縄） － － － 130 6 － － －

（舟採り） － － － － － － 50 7

（手採り・拾い） － － － － － － 50 9

（第１種） － － 1,100 359 － － － －

（第２種） － － 350 89 － － － －

のり 300 0 100 0 100 0 50 0 220 18 0 0 －

ふのり 300 8 150 2 100 17 50 9 220 18 0 0 －

あさり 250 30 － 150 19 － － － －

おおのがい ※
65 30 － － － － － －

（鎌堀） 250 67 － － － － － －

おおみぞがい ※65 30 － － － － － －

（鎌堀） 250 67 － － － － － －

さらがい ※65 30 5 0 － － － － －

（鎌堀） 250 67 － － － － － －

つぶ 50 5 20 10 50 16 50 12 10 6 30 6 20 11

ほたてがい 12 0 10 0 80 3 30 0 10 0 30 0 10 0

ほっきがい ※65 30 5 0 130 27 50 4 10 6 30 6 20 15

（鎌堀） 250 67 － － － － － －

ほくかいえび 20 16 10 6 50 18 10 5 － － －

うに （潜水器） 12 2 6 1 16 3 9 7 10 1 10 1 10 0

（たも採り） 200 0 100 0 100 0 － 195 0 50 0 10 0

（手採り） － － － － 195 0 0 0 －

えむし 50 0 20 0 50 0 10 0 50 0 10 0 10 0

※　けた網による

○漁業時期・操業時期

おごのり 1/1～12/31

ぎんなんそう 1/1～12/31

こんぶ 1/1～12/31

のり 1/1～12/31

ふのり 1/1～12/31

あさり 1/1～12/31

おおのがい 1/1～12/31

おおみぞがい 1/1～12/31

つぶ 1/1～12/31

ほたてがい 1/1～12/31

ほくかいえび 1/1～12/31

うに 1/1～12/31

えむし 1/1～12/31

・操業時期は、「行使規則上の最大期間」を記載しています。

○制限又は条件

5/1～12/31

漁業名称 漁業時期
釧路市東部 釧路市

第 5号

釧海共 釧海共

第 1号 第 2号

3/1～10/31 4/1～3/31 1/1～12/31 1/1～12/31

10/1～6/30

白糠浜中 散布 厚岸 昆布森

－

10/1～6/30 10/1～6/30

－

さらがい 1/1～12/31

ほっきがい 1/1～12/31

10/1～5/31 10/1～6/30

1/1～12/31 1/1～12/31

7/1～6/30 1/1～12/31

1/1～12/31

9/16～6/15

3/1～12/31

1/1～12/31

1/1～6/30

9/16～6/15

1/1～12/31 4/1～3/31

1/1～12/31
2/20～5/31

1/1～12/31 1/1～12/31

1/1～12/31 4/1～10/31 10/1～9/30 1/1～8/31

1/1～12/31 4/1～3/31

1/1～12/31

1/1～12/31

9/16～6/15 9/16～6/15
11/1～12/31

2/20～5/31

11/1～12/31

1/1～12/31

1/1～12/31 1/1～12/31

－

－

1/1～12/31

1/1～12/31

1/1～12/31

1/1～12/31

－

－

－

1/1～12/31

－

－

－

－ 9/1～7/15

－－

1/1～12/311/1～12/311/1～12/31 1/1～12/31

1/1～12/31

－

1/1～12/31 3/1～12/31

1/1～12/31 1/1～12/31

3/1～8/31

釧海共

第 6号

3/1～9/30

5/1～10/31 1/1～12/31

6/1～12/31

第 3号

種
類

第
１
種 －

－

－

－

－

釧海共

釧海共

第 2号

釧海共

第 3号

釧海共

第 6号

釧海共

第 5号

－

釧海共

第 4号

第 4号

5/1～10/31

－

1/1～12/31

－

操　　　業　　　時　　　期

釧海共

釧路市東部

釧海共

第 1号

－

－

－

－

－－

釧海共

漁業権行使規則には、つぶ漁業の漁業の方法について次の制限を規定しなければならない。
ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキガニ、アブラガニ及びタコが採捕された場合は、速やかに海中に戻さなければならない。

第
１
種

種
類

白糠浜中 散布 厚岸 昆布森 釧路市

－12－



イ　第２、３種共同漁業権

○行使承認数（平成23年度） 平成23年12月31日現在

漁協名

漁業権番号

漁業名称

限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数

－ － 200 54 － 10 0 10 0 10 0

127 28 20 7 － － － － －

－ － － 50 12 － － －

しらうお小型定置網 － － 60 28 20 3 － － －

にしん小型定置網 － － 450 0 － － － －

ます小型定置網 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

かれい刺し網 ※300 67 100 12 250 173 150 30 80 9 80 16 30 2

（浜中湾外） 20 2 － － － － － －

かすべ刺し網 ※300 67 100 0 100 0 150 1 80 0 80 0 30 0

（浜中湾外） 20 2 － － － － － －

にしん刺し網 300 2 100 0 500 115 200 30 170 2 100 1 50 1

ほっけ刺し網 － － 50 0 30 0 80 0 80 0 20 0

わらずか刺し網 － － 100 0 － － － －

かじか・わらずか刺し網 ※300 67 10 3 － － － － －

（浜中湾外） 20 2 － － － － － －

300 28 100 1 200 81 100 2 100 8 70 0 30 0

こまい・はたはた刺し網 300 70 100 15 200 61 200 36 70 11 70 3 30 2

ほっけ・こまい刺し網 60 3 50 4 － － － － －

しらうお張待網 － － 60 7 － － － －

こまい・ちか氷下待網 50 1 － 300 13 － － － －

－ － － － － 18 6 －

20 2 － － － － － －

（腰曳） 50 7 － － － － － －

※　湾内に限る

漁協名

漁業権番号

漁業名称

限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数

40 2 50 0 30 25 150 9 35 9 80 25 30 0

40 2 50 3 20 0 100 0 35 0 80 0 30 0

300 2 50 0 50 0 200 1 50 1 100 0 20 0

－ － 50 20 30 12 － － 20 6

－ － 20 0 － － － －

40 2 50 0 － － － － －

300 28 50 0 20 0 80 0 0 1 70 0 20 0

300 70 50 1 20 10 200 0 30 0 70 0 20 0

60 3 50 18 － － － － －

－ － － － － 18 2 －

漁協名

漁業権番号

漁業名称

限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数 限度数 行使数

第
２
種

種
類

かれい刺し網

かすべ刺し網

にしん刺し網

ほっけ刺し網

わらずか刺し網

きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網

こまい・はたはた刺し網

かじか・わらずか刺し網

第
２
種

にしん刺し網 9 0

釧海共

白糠

1 0

厚岸 釧路市

第19号

5 12 20

浜中

0

散布

40 0

白糠

釧海共

釧海共

釧海共

第12号

16 35

昆布森 釧路市釧路市東部

昆布森 釧路市釧路市東部

厚岸

釧海共 釧海共

釧海共 釧海共

第11号第10号

種
類

釧海共

第 7号

浜中 散布 厚岸

第 8号

釧海共

第 9号

第
２
種

第
３
種

種
類

浜中

釧海共

きゅうりうお・こまい・ちか地びき網

きゅうりうお・ちか・こまい小型定置網

かれい・こまい・はたはた底建網

第13号

ちか・こまい・はたはた小型定置網

白糠

第14号 第15号 第18号第16号 第17号

ちか・こまい・にしん小型定置網

きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網

ほっけ・こまい刺し網

散布

2

昆布森 釧路市東部

かれい・こまい・はたはた底建網

釧海共 釧海共
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○漁業時期・操業時期

漁業名称 漁業時期

きゅうりうお・ちか・こまい小型定置網 1/1～12/31

ちか・こまい・にしん小型定置網 1/1～12/31

しらうお小型定置網 1/1～12/31

にしん小型定置網 1/1～12/31

ます小型定置網 6/1～8/10

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭

にしん刺し網 1/1～12/31

ほっけ刺し網 1/1～12/31

かじか・わらずか刺し網 1/1～12/31

きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網 1/1～12/31

こまい・はたはた刺し網 1/1～12/31

ほっけ・こまい刺し網 1/1～12/31

しらうお張待網 1/1～12/31

こまい・ちか氷下待網 12/1～4/30

かれい・こまい・はたはた底建網 1/1～12/31

・操業時期は、「行使規則上の最大期間」を記載しています。

・操業時期は、「行使規則上の最大期間」を記載しています。

○制限又は条件
(1)

(2)

(3)

白糠

－

－

－

－

－

⑨⑮1/1～12/31

かれい刺し網

わらずか刺し網

きゅうりうお・こまい・ちか地びき網

第
２
種

⑮4/1～12/31

かすべ刺し網

－

かれい刺し網と同じ

⑧⑭4/1～12/31

－

⑧⑭4/1～3/31

－

第
３
種

－

第
２
種

にしん刺し網 1/1～12/31 1/1～4/30

　腰曳4/1～10/31

－

⑪⑰11/1～8/31

　10/15～1/31

⑦12/1～3/31

－

－

種
類

1/1～12/31

－

⑨⑮1/1～12/31

－⑦⑬9/1～6/30

ちか・こまい・はたはた小型定置網 1/1～12/31

　10/15～12/31

⑦⑬3/1～12/31

⑦⑬3/1～12/31 ⑧⑭4/1～12/31

10/15～12/31

－

1/1～12/31

⑧⑭4/1～12/31

－

－

⑫⑱1/1～12/31

⑫⑱1/1～12/31⑪⑰1/1～12/31

－

－

⑦⑬1/1～7/31

10/1～12/314/1～8/31

かれい刺し網と同じ

10/1～12/31

⑮6/1～12/31

　10/1～1/31

－

⑨3/1～7/31 －

－

⑨⑮1/1～12/31 ⑩⑯1/1～12/31

－ ⑪⑰12/1～8/20

第 8号 第 9号

　10/21～2/29

－ －

－

－

－

2/1～8/31

⑧⑭1/1～7/31

－

－ －

第15号

⑩⑯1/1～12/31

⑩⑯1/1～12/31

⑨12/1～4/30

11/1～8/31

10/1～8/31

⑩⑯1/1～12/31

第17号 第18号

－

－ ⑪11/1～8/31 ⑫4/1～8/15

－

第16号

－

第11号 第12号第 7号

1/1～12/31 かれい刺し網と同じ

⑦6/1～8/10

⑦湾内3/1～8/31

⑦湾外4/1～8/31

　10/21～1/31

⑬4/1～8/31

厚岸

釧海共釧海共釧海共

釧路市東部 釧路市昆布森
種
類

釧海共

第13号 第14号

釧海共

浜中 散布

操　　　業　　　時　　　期

第10号

釧海共

10/1～8/31

かれい刺し網と同じ

－ － ⑨1/1～12/31

⑦2/1～8/31 ⑧4/1～8/31
－

－

⑩6/1～8/10

⑩11/1～8/31 －

⑩3/1～6/30 －

－

10/15～8/31

⑫6/1～8/10⑪6/1～8/10

－

かれい刺し網と同じ

11/1～8/31

かれい刺し網と同じ
⑨1/1～12/31

⑨3/1～7/31

⑧7/1～8/10 ⑨6/1～8/10

－

4/1～8/31

－

⑪⑰1/1～12/31

－ ⑪11/1～8/31

⑫⑱1/1～12/31⑨⑮9/1～6/30

－

2/1～8/31

10/1～8/31

－

1/1～12/31

⑨9/1～6/30

浜中 散布

－ －

⑦5/1～11/30

－

⑨1/1～12/31

－

⑫⑱1/1～12/31

－－ － －

漁業名称 漁業時期
釧海共

第19号

釧路市東部 釧路市 白糠

操　　　業　　　時　　　期

厚岸 昆布森

ウ　身網の高さ（網立）は、５メートル以下でなければならない。

　底建網漁業は、次の条件に従って操業しなければならない。
ア　身網の大きさは３５メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。

　漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限を規定しなければならない。
　ただし、ます小型定置網漁業についてはカラフトマスを除く。

　シロザケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場合には、速やかに海中に
戻さなければならない。

　漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
ならない。
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（４）海面区画漁業権（存続期間　平成20年9月1日～平成25年8月31日）

○行使承認数（平成23年度） 平成23年12月31日現在

昆布森 釧路市 白糠

浜中海区 浜中海区 厚岸海区 厚岸海区 昆海区 釧路海区 釧路海区 釧路海区 釧路海区 白糠海区

第 1号 第 2号 第 1号 第 2号 第 1号 第 2号 第 3号 第 4号 第 1号 第 1号

74 95 － 79 － － － － 0 －

－ － 240 240 － － － － － －

0 0 － 145 － － － － － －

－ － 1,747 316 200 － － － 0 0

－ － － － 10 － － － － －

111 48 － － － － － － 0 －

－ － － － － － － － －

－ － － － － － － － －

－ － － － － 1 0 0 － －

※　第１種：施設台数、第３種(あさり・かき)：区画数、第３種（うに）：行使数

○漁業時期

　　１月１日～１２月３１日

○制限又は条件

《厚岸海区第２号のみ》

(2)

（５）さけ定置漁業権（存続期間　平成21年4月10日～平成25年12月31日）

○漁場数 平成23年12月31日現在

厚岸町 釧路町 白糠町 釧路市
(旧音別町)

（浜中） （散布） （厚岸） （昆布森） （釧路市東部） （釧路市）

6 4 3 13 7 3

3 13 5 4

○漁業時期・操業時期

厚岸さけ定 昆さけ定 音さけ定

第1、2号 第3、4号 第5～10号 第1～3号 第1～13号 第1～7号 第8号 第9、10号 第1～3号 第4、5号 第1～4号

4/10～12/10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7/1～12/10 ○ ○ ○ ○

4/21～8/10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8/24～11/20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8/28～11/20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　　※釧路さけ定第8号は１階網

種
類

浜中 厚岸

かき養殖業

ほたてがい養殖業

うに養殖業

のり養殖業

計

第
１
種

第
３
種

578

市町村 浜中町

わかめ養殖業

（白糠）（漁協別）

かき養殖業

釧路さけ定

漁業時期

漁場数
9

釧路市

(1)

　定置漁業の漁具の敷設中は、当該漁具から４００メートル以上離して養殖施設を設置しなければならない。

（沖網）

操業時期

（陸網）

白糠さけ定

45
10 10

浜中さけ定

うに養殖業

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ８０センチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっては電
灯その他の照明による標識を水面１．５メートル以上の高さに設置しなければならない。

漁協名

漁業権番号

漁業名称

こんぶ養殖業

あさり養殖業

釧路市東部
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